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雑

報九
州
大
学
法
政
学
会

特
別
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
一
）

ロ
ー
・
ア
ン
ド
・
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
講
演
会

二
〇
一
三
年
一
月
一
六
日
（
水
）

「
袴
田
事
件
に
つ
い
て
」

講
師

西
嶋
勝
彦
（
弁
護
士
）

二
〇
一
三
年
二
月
一
日
（
金
）

「
企
業
の
社
会
貢
献
に
つ
い
て
｜
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
ト
レ
プ
レ
ナ
ー

の
視
点
か
ら
」

講
師

稲
増
美
佳
子
（

株
）
Ｈ
Ｒ
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト
副
社

長
）

二
〇
一
三
年
七
月
三
日
（
水
）

「
法
律
家
（
実
務
法
曹
）
の
仕
事
は
面
白
い
か
」

講
師

木
谷

明
（
弁
護
士
、
元
裁
判
官
）

二
〇
一
三
年
一
〇
月
九
日
（
水
）

「
国
境
を
越
え
た
商
事
紛
争
に
関
与
し
て
い
る
日
系
企
業
を
サ
ポ
ー

ト
す
る
｜
東
京
で
一
三
年
国
際
弁
護
士
を
や
っ
て
き
た
、
私
の
経

験
」講

師

ピ
ー
タ
ー
・
コ
ー
ニ
ー
（
ジ
ャ
ミ
ソ
ン
・
リ
ー
ガ
ル
法
律

事
務
所
弁
護
士
）

二
〇
一
三
年
一
二
月
一
六
日
（
月
）

「
韓
国
に
お
け
る
民
主
化
と
民
主
主
義
体
制
の
持
続
と
憲
法
」

講
師

浅
羽
祐
樹
（
山
口
県
立
大
学
国
際
文
化
学
部
准
教
授
）

特
別
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
二
）

Ｌ
Ｐ
セ
ミ
ナ
ー

法
学
部
一
年
生
向
法
律
入
門
セ
ミ
ナ
ー

講
師

石
井
忠
祐
（
弁
護
士
）

高
橋

基
（
福
岡
地
方
検
察
庁
検
察
官
）

片
瀬

亮
（
福
岡
地
方
裁
判
所
裁
判
官
）

福
光
洋
子
（
福
岡
地
方
検
察
庁
検
察
官
）

岡
本
康
博
（
福
岡
地
方
裁
判
所
裁
判
官
）

野
林
信
行
（
弁
護
士
）

大
川
潤
子
（
福
岡
地
方
裁
判
所
裁
判
官
）

染
谷

翼
（
弁
護
士
）

講
演
会

二
〇
一
三
年
一
月
七
日
（
月
）
｜
一
〇
日
（
木
）

「T
h
e L

a
w
 
o
f O

p
en
 
S
o
cieties

｜

P
riv
a
te O

rd
erin

g
 
a
n
d
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P
u
b
lic R

eg
u
la
tio
n o

f In
tern

a
tio
n
a
l R

ela
tio
n
s

」

講
師

Ju
rg
en B

a
sed

o
w

（
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
比
較
私
法
・

国
際
私
法
研
究
所
所
長
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
大
学
教
授
）

二
〇
一
三
年
四
月
一
二
日
（
金
）

「T
h
e E

U
 
L
a
w
s a
n
d E

u
ro
p
ea
n In

teg
ra
tio
n
(tem

p
o
ra
ry
)

」

講
師

S
ir D

v
a
id
 
E
d
w
a
rd

（fo
rm
er Ju

d
g
e a

t th
e E

u
r-

o
p
ea
n C

o
u
rt o

f Ju
stice,

E
m
eritu

s P
ro
fesso

r E
d
in
b
u
rg
h

 
U
n
iv
ersity

）

共
催

Ｅ
Ｕ
Ｉ
Ｊ
九
州

二
〇
一
三
年
五
月
一
〇
日
（
金
）

「C
o
m
p
a
ra
tiv
e
 
C
o
rp
o
ra
te
 
L
a
w
 
in
 
A
sia
:
A
 
P
a
ra
d
ig
m

 
S
h
ift?

」

講
師

D
r.

D
a
n
 
W
.
P
u
ch
n
ia
k

（A
ssista

n
t
 
P
ro
fesso

r,

N
a
tio
n
a
l U

n
iv
ersity o

f S
in
g
a
p
o
re

）

二
〇
一
三
年
六
月
七
日
（
金
）

「W
h
a
t is n

o
n
-sta

te la
w
?

」

講
師

R
a
lf
 
M
ich
a
els

（P
ro
fesso

r,
D
u
k
e
 
U
n
iv
ersity

 
S
ch
o
o
l o
f L

a
w

）

二
〇
一
三
年
七
月
一
八
日
（
木
）

「In
tern

a
tio
n
a
l C
o
m
m
ercia

l A
rb
itra

tio
n

」

講
師

D
r.
C
h
o
o
n
g Y

eo
w
 
C
h
o
y

（P
ro
fesso

r,
U
n
iv
ersity

 

o
f M

a
la
y
a

）

二
〇
一
三
年
七
月
一
九
日
（
金
）

「Ju
risd

ictio
n
a
l Issu

es in T
ra
n
sn
a
tio
n
a
l C
iv
il L

itig
a
tio
n

」

講
師

D
r.
C
h
o
o
n
g Y

eo
w
 
C
h
o
y

（P
ro
fesso

r,
U
n
iv
ersity

 
o
f M

a
la
y
a

）

二
〇
一
三
年
九
月
五
日
（
木
）

「C
o
m
p
a
ra
tiv
e L

a
w
 
in th

e A
g
e o

f G
lo
b
a
liza

tio
n

」

講
師

Ju
rg
en B

a
sed

o
w

（
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
外
国
私
法
・

国
際
私
法
研
究
所
所
長
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
大
学
法
学
部
教
授
）

二
〇
一
三
年
一
〇
月
二
一
日
（
月
）
｜
二
二
日
（
火
）

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「T

ra
n
sn
a
tio
n
a
l
 
C
o
m
m
ercia

l
 
L
a
w
:
5th

 
T
ea
ch
in
g C

o
n
feren

ce

」

h
ttp
: /
/
w
w
w
.la
w
.k
y
u
sh
u
-u
.a
c
.jp
/
p
ro
g
ra
m
sin
e
n
g
lish

/

tcl-co
n
feren

ce2013 /p
ro
g
ra
m
m
e.h
tm
l

二
〇
一
三
年
一
〇
月
二
三
日
（
水
）

「T
h
e
 
P
ro
g
ressiv

e
 
D
ev
elo
p
m
en
t o

f N
ew
 
B
ra
n
ch
es
 
o
f

 
In
tern

a
tio
n
a
l
 
L
a
w
 
T
h
ro
u
g
h
 
th
e
 
U
N
 
S
p
e
c
ia
liz
e
d

 
A
g
en
cies

」

講
師

C
h
en
g
 
C
h
ia
-Ju
i

（P
ro
fesso

r
 
o
f
 
In
tern

a
tio
n
a
l

 
L
a
w
,
S
ch
o
o
l o
f L

a
w
,
S
o
o
ch
o
w
 
U
n
iv
ersity

,
T
a
ip
ei

）

二
〇
一
三
年
一
〇
月
二
九
日
（
火
）
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「S
h
a
reh

o
ld
er
 
P
ro
tectio

n
,
L
a
w

&
F
in
a
n
ce,

a
n
d
 
L
ex
-

im
etrics

」

講
師

M
a
th
ia
s S

iem
s

（
英
国
ダ
ラ
ム
大
学
法
学
部
教
授
）

九
州
公
法
判
例
研
究
会

二
〇
一
二
年
度
の
幹
事
は
南
野
森
准
教
授
が
、
二
〇
一
三
年
度
の

幹
事
は
村
上
裕
章
教
授
（
文
責
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
務
め
た
。
前
号

（
七
九
巻
四
号
）
掲
載
よ
り
後
の
研
究
会
活
動
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

・
二
〇
一
二
年
度
冬
期
（
二
〇
一
三
年
二
月
二
日
）

「
判
例
研
究：

最
判
平
成
二
四
年
一
二
月
七
日
【
国
家
公
務
員

法
違
反
被
告
事
件
二
件
】」

梶
原
健
佑
（
山
口
大
学
経
済
学
部
経
済
法
学
科
准
教
授
）

「
判
例
研
究：

最
判
平
成
二
五
年
一
月
一
一
日
【
医
薬
品
ネ
ッ

ト
販
売
の
権
利
確
認
等
請
求
事
件
】」

張

栄
紅
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
府
博
士
課
程
）

・
二
〇
一
三
年
度
春
期
（
二
〇
一
三
年
四
月
一
三
日
）

「
多
国
間
の
政
策
決
定
と
議
会
留
保
」

村
西
良
太
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
准
教
授
）

「
客
観
訴
訟
の
憲
法
上
の
位
置
付
け
」

村
上
裕
章
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授
）

・
二
〇
一
三
年
度
夏
期
（
二
〇
一
三
年
七
月
二
〇
日
）

「
判
例
研
究：

最
判
平
成
二
五
年
三
月
二
一
日
裁
時
一
五
七
六

号
二
頁
【
神
奈
川
県
臨
時
特
例
企
業
税
通
知
処
分
取
消
等
請
求

事
件
】」平

良
小
百
合
（
神
戸
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
特
命
講

師
）

「
大
規
模
災
害
時
の
民
間
組
織
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
」

大
脇
成
昭
（
熊
本
大
学
法
学
部
准
教
授
）

・
二
〇
一
三
年
度
秋
期
（
そ
の
一
）

二
〇
一
三
年
一
〇
月
一
九
日
）

「
リ
ー
ス
取
引
と
課
税
」

野
口

浩
（
琉
球
大
学
観
光
産
業
科
学
部
准
教
授
）

「
改
正
行
訴
法
施
行
状
況
の
検
証
と
今
後
の
展
望
」

深
澤
龍
一
郎
（
京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
准
教
授
）

・
二
〇
一
三
年
度
秋
期
（
そ
の
二
）

二
〇
一
三
年
一
二
月
一
四
日
）

「
判
例
研
究：

東
京
地
判
平
成
二
五
年
三
月
一
四
日
判
時
二
一

七
八
号
三
頁
【
成
年
被
後
見
人
の
選
挙
権
確
認
訴
訟
第
一
審
判

決
】」井

上
亜
紀
（
佐
賀
大
学
経
済
学
部
准
教
授
）

「
ア
ス
ベ
ス
ト
訴
訟
に
お
け
る
国
の
責
任
」

朝
田
と
も
子
（
熊
本
大
学
法
学
部
准
教
授
）

（80-４- ）567 103
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社

会

法

研

究

会

第
四
一
二
回

二
〇
一
三
年
一
月
一
二
日
（
土
）
九
州
大
学

「
イ
ギ
リ
ス
の
介
護
保
障
」

平
部
康
子
（
福
岡
県
立
大
学
）

「
労
務
提
供
契
約
の
性
質
決
定
に
お
け
る
「
実
態
」
の
意
義
｜
イ

ギ
リ
ス
の
判
例
分
析
を
中
心
に
」

新
屋
敷
恵
美
子
（
山
口
大
学
）

判
例
評
釈
「
国
保
一
部
負
担
金
減
免
不
承
認
処
分
取
消
請
求
訴
訟

事
件
（
仙
台
高
判
平
成
二
三
・
一
・
一
九
）
平
成
二
二
年
（
行
コ
）

第
二
号
、
賃
金
と
社
会
保
障
一
五
四
五
号
四
〇
頁
」

盧
蘭
淑
（
九
州
大
学
大
学
院
特
別
研
究
員
）

第
四
一
三
回

二
〇
一
三
年
二
月
二
日
（
土
）
久
留
米
大
学
福
岡
サ

テ
ラ
イ
ト

「
生
活
保
護
法
六
三
条
に
よ
る
費
用
返
還
」

丸
谷
浩
介
（
佐
賀
大
学
）

「
社
会
保
障
審
議
会
・
生
活
困
窮
者
の
生
活
支
援
の
在
り
方
に
関
す

る
特
別
部
会
報
告
書
を
め
ぐ
っ
て
」

岩
村
正
彦
（
東
京
大
学
）

第
四
一
四
回

二
〇
一
三
年
三
月
二
日
（
土
）
九
州
大
学

「
労
働
者
派
遣
法
違
反
の
派
遣
受
け
入
れ
と
派
遣
先
の
責
任
｜
立

法
政
策
の
動
向
と
法
解
釈
の
あ
り
方
｜
」

野
田
進
（
九
州
大
学
）

「
労
働
契
約
終
了
後
の
競
業
避
止
義
務
｜
ア
メ
リ
カ
法
・
ド
イ
ツ

法
・
日
本
法
の
比
較
法
的
考
察
」

石
田
信
平
（
北
九
州
市
立
大
学
）

第
四
一
五
回

二
〇
一
三
年
四
月
六
日
（
土
）
九
州
大
学

「
中
国
労
働
契
約
法
の
改
正
に
つ
い
て
」

庭
雲
（
九
州
大
学
）

「
高
年
齢
者
継
続
雇
用
制
度
の
こ
れ
か
ら
と
課
題
」

山
下
昇
（
九
州
大
学
）

第
四
一
六
回

二
〇
一
三
年
五
月
一
一
日
（
土
）
九
州
大
学

「
解
雇
以
外
の
雇
用
調
整
方
式
と
当
事
者
意
思
｜
フ
ラ
ン
ス
法
か

ら
の
考
察
｜
」

野
田
進
（
九
州
大
学
）

「
何
の
た
め
の
労
働
組
合
か
｜
熟
議
空
間
の
形
成
と
労
働
者
の
参

加
権
に
関
す
る
英
米
労
働
法
学
の
議
論
を
踏
ま
え
た
一
考
察
」

石
田
信
平
（
北
九
州
市
立
大
学
）

「
退
職
後
の
競
業
避
止
義
務
と
秘
密
保
持
義
務
」

張
丹
（
九
州
大
学
大
学
院
）

雑 報
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第
四
一
七
回

二
〇
一
三
年
六
月
一
日
（
土
）
九
州
大
学

「
外
国
人
技
能
実
習
制
度
｜
就
労
請
求
権
と
雇
用
平
等
」

早
川
智
津
子
（
佐
賀
大
学
）

「
社
会
保
障
の
権
利
救
済
｜
イ
ギ
リ
ス
審
判
所
制
度
の
独
立
性
と

職
権
主
義
」

山
下
慎
一
（
札
幌
学
院
大
学
）

第
四
一
八
回

二
〇
一
三
年
七
月
一
三
日
（
土
）
久
留
米
大
学
福
岡

サ
テ
ラ
イ
ト

「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
範
囲
と
就
労
中
の
介
護
｜
審
査
請
求
事

案
を
手
が
か
り
に
」

河
野
正
輝
（
熊
本
学
園
大
学
）

「
派
遣
先
の
団
交
応
諾
義
務
に
つ
い
て
」

庭
雲
（
九
州
大
学
）

二
〇
一
三
年
社
会
法
研
究
会
夏
季
合
宿

二
〇
一
三
年
九
月
七
日

（
土
）、
八
日
（
日
）

労
働
法
学
会
秋
季
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
債
権
法
改
正
と
労
働
法
」

「
総
論
｜
労
働
契
約
法
と
債
権
法
と
の
関
係
性
」

野
田
進
（
九
州
大
学
）

労
働
法
学
会
秋
季
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
債
権
法
改
正
と
労
働
法
」

「
労
働
契
約
に
お
け
る
合
意
と
債
権
法
改
正
｜
労
働
契
約
の
成
立

と
終
了
の
場
面
を
素
材
と
し
て
｜
」

新
屋
敷
恵
美
子
（
山
口
大
学
）

「
中
国
に
お
け
る
集
団
的
な
紛
争
の
類
型
お
よ
び
そ
の
処
理
に
関

す
る
法
規
制
」

常
凱
（
中
国
人
民
大
学
・
北
海
道
大
学
）

「
専
門
医
認
定
制
度
と
反
ト
ラ
ス
ト
法
」

石
田
道
彦
（
金
沢
大
学
）

「
中
間
的
就
労
の
法
と
政
策
｜
イ
ギ
リ
ス
の
経
験
」

丸
谷
浩
介
（
佐
賀
大
学
）

第
四
一
九
回

二
〇
一
三
年
一
一
月
二
日
（
土
）
西
南
学
院
大
学

「
フ
ラ
ン
ス
の
「
援
助
付
（
雇
用
）
契
約
（co

n
tra
ts a

id
es

）」

｜
近
年
の
動
向
｜
」

笠
木
映
里
（
九
州
大
学
）

「
採
用
の
自
由
の
今
日
的
検
討
課
題
」

有
田
謙
司
（
西
南
学
院
大
学
）

第
四
二
〇
回

二
〇
一
三
年
一
二
月
一
四
日
（
土
）
熊
本
学
院
大
学

「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
及
び
支
給
量
の
決
定
と
司
法
審
査
」

良
永
彌
太
郎
（
熊
本
学
園
大
学
）

「
社
会
保
障
法
学
に
お
け
る
「
社
会
保
険
」
の
意
義
」

山
田
晋
（
広
島
修
道
大
学
）

「
賃
金
減
額
と
定
額
時
間
外
手
当
の
合
意
の
有
効
性

ザ
・
ウ
ィ
ン

ザ
ー
・
ホ
テ
ル
ズ
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
事
件
（
札
幌
高
判
平
成
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二
四
・
一
〇
・
一
九
労
判
一
〇
六
四
号
三
七
頁
）」

山
下
昇
（
九
州
大
学
）

九
州
大
学
産
業
法
研
究
会

第
六
三
六
回
例
会

平
成
二
五
年
四
月
二
〇
日
（
土
）

（
判
例
研
究
）

最
判
平
成
二
四
年
一
二
月
二
一
日
金
商
一
四
〇
九
号
一
四
頁

ア
ー
バ
ン
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
臨
時
報
告
書
等
虚
偽
記
載
に
関

す
る
損
害
賠
償
請
求
事
件
」
監
査
人
の
責
任
の
在
り
方
｜
ト
ー
マ

ツ
に
対
す
る
ナ
ナ
ボ
シ
粉
飾
決
算
の
事
件
を
契
機
に
｜
」

報
告
者

荒

達
也
（
九
州
大
学
）

（
判
例
研
究
）

大
阪
地
判
平
成
二
四
年
九
月
二
八
日
判
時
二
一
六
九
号
一
〇
四
頁

三
洋
電
機
違
法
配
当
事
件
」

報
告
者

西
山

芳
喜
（
九
州
大
学
）

第
六
三
七
回
例
会

平
成
二
五
年
五
月
一
八
日
（
土
）

（
研
究
報
告
）

会
社
分
割
に
お
け
る
分
割
会
社
の
残
存
債
権
者
保
護
｜
ド
イ
ツ

組
織
再
編
法
の
考
察
｜
」

報
告
者

牧

真
理
子
（
大
分
大
学
）

（
判
例
研
究
）

東
京
地
決
平
成
二
四
年
七
月
九
日
金
判
一
四
〇
〇
号
四
五
頁

従
業
員
持
株
会
支
援
会
を
割
当
先
と
す
る
第
三
者
割
当
て
の
方

式
に
よ
る
新
株
発
行
が
、
著
し
く
不
公
正
な
方
法
に
よ
る
発
行
で

あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
そ
の
発
行
を
差
し
止
め
る
旨

の
申
立
て
が
却
下
さ
れ
た
事
例
」

報
告
者

久
保

寛
展
（
福
岡
大
学
）

第
六
三
八
回
例
会

平
成
二
五
年
六
月
一
五
日
（
土
）

（
判
例
研
究
）

最
決
平
成
二
四
年
三
月
二
八
日
金
判
一
三
九
二
号
二
八
頁

振
替
株
式
の
株
主
が
会
社
に
対
し
て
少
数
株
主
権
等
を
行
使
す

る
際
の
個
別
株
主
通
知
の
要
否
」

報
告
者

小
西

み
も
恵
（
佐
賀
大
学
）

（
判
例
研
究
）

東
京
地
判
平
成
二
三
年
一
二
月
一
六
日
判
タ
一
三
八
四
号
一
九
六
頁

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ザ
ー
が
契
約
に
定
め
の
な
い
利
益
を
取
得
し
た

こ
と
に
対
し
て
契
約
に
付
随
す
る
信
義
則
上
の
説
明
義
務
違
反
を

認
め
た
事
例
」

報
告
者

田
中

慎
一
（
西
南
学
院
大
学
）

雑 報
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第
六
三
九
回
例
会

平
成
二
五
年
七
月
二
〇
日
（
土
）

（
判
例
研
究
）

最
判
平
成
二
四
年
四
月
二
四
日
民
集
六
六
巻
六
号
二
九
〇
八
頁

非
公
開
会
社
の
ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
行
使
条
件
の
変
更
と
そ

の
行
使
に
基
づ
く
新
株
発
行
の
効
力
」

報
告
者

若
色

敦
子
（
熊
本
大
学
）

（
研
究
報
告
）

米
国
（
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
）
に
お
け
る
近
年
の
フ
リ
ー
ズ
・
ア
ウ
ト

の
判
例
理
論
の
変
遷
｜
我
が
国
の
組
織
再
編
の
差
止
制
度
へ
の
示

唆
｜
」

報
告
者

藤
田

真
樹
（
滋
賀
大
学
）

第
六
四
〇
回
例
会

平
成
二
五
年
九
月
一
四
日
（
土
）

（
研
究
報
告
）

承
認
決
議
な
き
利
益
相
反
取
引
の
効
力
に
つ
い
て
の
議
論
の
整

理
｜
直
接
取
引
型
免
責
的
債
務
引
受
を
題
材
に
し
て
｜
」

報
告
者

横
尾

亘
（
西
南
学
院
大
学
）

（
研
究
報
告
）

信
任
義
務
に
関
す
る
一
考
察
」

報
告
者

上
田

純
子
（
九
州
大
学
）

第
六
四
一
回
例
会

平
成
二
五
年
一
〇
月
一
九
日
（
土
）

（
判
例
研
究
）

東
京
高
判
平
成
二
五
年
四
月
一
七
日
判
時
二
一
九
〇
号
九
六
頁

一

Ｍ
Ｂ
Ｏ
に
当
た
っ
て
取
締
役
は
公
正
な
企
業
価
値
の
移
転

を
図
る
べ
き
善
管
注
意
義
務
を
負
う
が
、
そ
の
義
務
違
反
が
あ
る

と
は
い
え
な
い
と
さ
れ
た
事
例

二

Ｍ
Ｂ
Ｏ
に
際
し
て
の
情
報

開
示
に
つ
い
て
取
締
役
に
善
管
注
意
義
務
違
反
が
あ
る
と
さ
れ
た

事
例
」

報
告
者

前
越

俊
之
（
福
岡
大
学
）

（
研
究
報
告
）

会
社
法
二
八
条
に
関
す
る
一
考
察
｜
特
に
三
号
『
発
起
人
が
受

け
る
報
酬
そ
の
他
の
特
別
の
利
益
』
に
つ
い
て
｜
」

報
告
者

井
上

能
孝
（
信
州
大
学
）

第
六
四
二
回
例
会

平
成
二
五
年
一
一
月
一
六
日
（
土
）

（
研
究
報
告
）

米
国
同
時
多
発
テ
ロ
後
の
国
際
航
空
保
険
市
場
の
動
向
とA

v
i-

a
tio
n In

su
ra
n
ce C

la
u
ses G

ro
u
p

の
設
立
」

報
告
者

佐
野

誠
（
福
岡
大
学
）

（
判
例
研
究
）

仙
台
高
判
平
成
二
四
年
一
二
月
二
七
日
判
時
二
一
九
五
号
一
三
〇
頁

会
社
法
八
四
七
条
三
項
所
定
の
責
任
追
及
等
の
訴
え
に
関
す
る
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規
定
に
基
づ
い
て
同
条
所
定
の
者
以
外
の
者
を
被
告
と
す
る
詐
害

行
為
取
消
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
の
可
否
（
否
定
）」

報
告
者

一
ノ
澤

直
人
（
西
南
学
院
大
学
）

第
六
四
三
回
例
会

平
成
二
五
年
一
二
月
二
一
日
（
土
）

（
研
究
報
告
）

業
務
財
産
検
査
役
に
関
す
る
議
論
の
整
理
｜
英
国
法
と
の
比
較

を
通
し
て
｜
」

報
告
者

千
手

崇
史
（
福
岡
工
業
大
学
）

第
六
四
四
回
例
会

平
成
二
六
年
一
月
二
五
日
（
土
）

（
研
究
報
告
）

情
報
伝
達
者
・
取
引
推
奨
者
に
よ
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
｜
平
成

二
五
年
金
商
法
改
正
を
踏
ま
え
て
｜
」

報
告
者

河
野

総
史
（
志
學
館
大
学
）

（
判
例
研
究
）

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
上
の
企
業
組
合
」

報
告
者

山
崎

淳
司
（
西
南
学
院
大
学
大
学
院
）

（
研
究
報
告
）

内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
法
規
制
に
関
す
る
一
考
察
｜
内

部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
構
築
・
運
用
・
評
価
（
報
告
）
お
よ
び
監
査

の
関
連
を
中
心
と
し
て
｜
」

報
告
者

鶴
石

蘭
（
九
州
大
学
大
学
院
）

民

事

法

研

究

会

第
二
五
五
回
例
会

二
〇
一
三
年
九
月
一
四
日
（
土
）

（
博
士
論
文
進
捗
報
告
）

報
告
者

田
畑
嘉
洋
（
九
州
大
学
博
士
後
期
課
程
）

瑕
疵
担
保
責
任
と
債
務
不
履
行
責
任
の
関
係
に
関
す
る
研
究

（
仮
題
）」民

事
手
続
研
究
会

平
成
二
五
年
三
月
二
日
（
土
）

任
意
的
当
事
者
変
更
に
つ
い
て

上
田
竹
志
（
九
州
大
学
）

共
有
者
ら
を
原
告
・
被
告
と
す
る
訴
訟
の
形
態
｜
｜
共
有
者
の
内

部
紛
争
を
中
心
に
｜
｜

鶴
田
滋
（
九
州
大
学
）

平
成
二
五
年
一
〇
月
一
九
日
（
土
）

オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
に
お
け
る
民
事
自
白
法
理
｜
｜
ド
イ
ツ
法
お
よ

び
日
本
法
と
の
比
較
｜
｜

河
野
憲
一
郎
（
熊
本
大
学
）

雑 報
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共
同
訴
訟
的
補
助
参
加
の
理
論
的
基
礎
｜
｜
『
当
事
者
総
論
』
と

の
関
わ
り
に
留
意
し
て
｜
｜

松
原
弘
信
（
熊
本
大
学
）

平
成
二
五
年
一
一
月
一
六
日
（
土
）

法
的
観
点
指
摘
義
務
の
根
拠
に
関
す
る
一
試
論

濱
崎
録
（
熊
本
大
学
）

自
然
人
の
破
産
手
続
と
そ
の
運
用
｜
貸
金
業
法
改
正
を
ふ
ま
え
て

黒
木
和
彰
（
弁
護
士
）

福
岡
民
事
訴
訟
判
例
研
究
会

【
判
例
研
究
】

平
成
二
五
年
一
月
一
八
日
（
金
）

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
の
運
営
す
る
病
院
内
で
発
生
し
た

医
療
事
故
に
関
し
、
同
機
構
の
運
営
す
る
各
病
院
の
院
長
等
を

も
っ
て
構
成
す
る
全
国
国
立
病
院
院
長
協
議
会
に
置
か
れ
た
医
療

事
故
評
価
委
員
会
か
ら
付
託
を
受
け
た
評
価
専
門
医
が
作
成
し
た

医
療
事
故
報
告
書
が
、
民
事
訴
訟
法
二
二
〇
条
四
号
ロ
所
定
の
文

書
に
該
当
す
る
と
さ
れ
た
事
例
（
東
京
高
決
平
成
二
三
・
五
・
一

七
判
タ
一
三
七
〇
号
二
三
九
頁
）

片
瀬

亮
（
福
岡
地
裁
）

平
成
二
五
年
二
月
一
五
日
（
金
）

原
告
に
係
る
訴
え
の
主
観
的
予
備
的
併
合
を
適
法
と
し
た
上
で
、

主
位
的
原
告
の
請
求
を
全
部
棄
却
し
、
予
備
的
原
告
の
請
求
を
一

部
認
容
し
た
事
例
（
東
京
地
判
平
成
二
二
・
一
二
・
二
八
金
法
一

九
四
八
号
一
一
九
頁
）

堀
野

出
（
九
州
大
学
）

平
成
二
五
年
四
月
一
九
日
（
金
）

将
来
の
給
付
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
の
で
き
る
請
求
と
し
て
の

適
格
を
有
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
事
例
（
最
二
小
判
平
成
二
四
・

一
二
・
二
一
裁
時
一
五
七
一
号
四
頁
）

大
野

崇
（
福
岡
地
裁
）

平
成
二
五
年
五
月
二
四
日
（
金
）

当
事
者
が
土
地
賃
借
権
そ
の
も
の
を
有
す
る
こ
と
の
確
認
を
求
め
、

地
代
額
の
確
認
ま
で
求
め
た
と
は
い
え
な
い
の
に
、
地
代
額
の
確

認
を
も
求
め
て
い
る
と
し
て
主
文
で
地
代
額
を
確
認
し
た
裁
判
所

の
判
断
に
は
、
当
事
者
が
申
し
立
て
て
い
な
い
事
項
に
つ
い
て
判

決
を
し
た
違
法
が
あ
る
と
し
た
事
例
（
最
三
小
判
平
成
二
四
・

一
・
三
一
集
民
二
三
九
号
六
五
九
頁
）

鶴
田

滋
（
九
州
大
学
）

平
成
二
五
年
六
月
二
一
日
（
金
）

全
国
消
費
実
態
調
査
の
調
査
票
情
報
を
記
録
し
た
準
文
書
が
民
訴
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法
二
三
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
二
二
〇
条
四
号
ロ
所
定
の

「
そ
の
提
出
に
よ
り
…
公
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
お

そ
れ
が
あ
る
も
の
」
に
当
た
る
と
さ
れ
た
事
例
（
最
三
小
判
平
成

二
五
・
四
・
一
九
裁
時
一
五
七
八
号
一
三
頁
）

藤
村

享
司
（
福
岡
地
裁
）

平
成
二
五
年
七
月
一
九
日
（
金
）

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
組
合
の
規
約
上
の
義
務
違
反
行
為
に
基
づ
く

損
害
賠
償
請
求
に
お
け
る
当
該
管
理
組
合
の
当
事
者
適
格
の
有
無

（
宮
崎
地
判
平
成
二
四
・
一
一
・
一
二
判
タ
一
三
八
六
号
三
四
四
頁
）

上
田

竹
志
（
九
州
大
学
）

平
成
二
五
年
九
月
一
三
日
（
金
）

１

弁
護
士
法
二
三
条
の
二
所
定
の
弁
護
士
会
照
会
を
受
け
た
金

融
機
関
が
当
該
照
会
事
項
に
つ
い
て
弁
護
士
会
に
対
し
て
回
答
す

る
義
務
が
あ
る
前
提
で
当
該
弁
護
士
会
照
会
を
弁
護
士
会
に
求
め

た
弁
護
士
の
依
頼
者
が
金
融
機
関
と
の
間
で
当
該
義
務
の
存
在
確

認
を
求
め
る
訴
え
の
利
益
を
肯
定
し
た
第
一
審
判
決
が
控
訴
審
に

お
い
て
取
り
消
さ
れ
た
事
例

２

弁
護
士
法
二
三
条
の
二
所
定
の
弁
護
士
会
照
会
を
受
け
た
金

融
機
関
が
当
該
照
会
事
項
に
つ
い
て
弁
護
士
会
に
対
し
て
回
答
す

る
義
務
が
あ
る
前
提
で
こ
れ
を
怠
っ
た
場
合
に
当
該
弁
護
士
会
照

会
を
弁
護
士
会
に
求
め
た
弁
護
士
の
依
頼
者
に
対
す
る
損
害
賠
償

責
任
を
否
定
し
た
第
一
審
判
決
が
控
訴
審
に
お
い
て
是
認
さ
れ
た

事
例
（
東
京
高
判
平
成
二
五
・
四
・
一
一
金
融
・
商
事
判
例
一
四

一
六
号
二
六
頁
）

大
川

潤
子
（
福
岡
地
裁
）

平
成
二
五
年
一
〇
月
一
八
日
（
金
）

１

い
わ
ゆ
る
明
示
的
一
部
請
求
の
訴
え
に
係
る
訴
訟
に
お
い
て
、

債
権
の
一
部
消
滅
の
抗
弁
に
理
由
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
た
め
判

決
に
お
い
て
上
記
債
権
の
総
額
の
認
定
が
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
、

残
部
に
つ
い
て
の
消
滅
時
効
の
中
断

２

い
わ
ゆ
る
明
示
的
一
部
請
求
の
訴
え
の
提
起
と
残
部
に
つ
い

て
の
裁
判
上
の
催
告
と
し
て
の
消
滅
時
効
の
中
断

３

消
滅
時
効
期
間
の
経
過
後
、
そ
の
経
過
前
に
し
た
催
告
か
ら

六
箇
月
以
内
に
し
た
催
告
と
消
滅
時
効
の
中
断
（
最
一
小
判
平
成

二
五
・
六
・
六
判
時
二
一
九
〇
号
二
二
頁
）

園
田

賢
治
（
同
志
社
大
学
）

平
成
二
五
年
一
一
月
一
五
日
（
金
）

普
通
預
金
債
権
の
う
ち
差
押
命
令
送
達
時
後
同
送
達
の
日
か
ら
起

算
し
て
一
年
が
経
過
す
る
ま
で
の
入
金
に
よ
っ
て
生
ず
る
こ
と
と

な
る
部
分
を
差
押
債
権
と
し
て
表
示
し
た
債
権
差
押
命
令
の
申
立

て
が
、
差
押
債
権
の
特
定
を
欠
き
不
適
法
で
あ
る
と
さ
れ
た
事
例

（
最
三
小
判
平
成
二
四
・
七
・
二
四
集
民
二
四
一
号
二
九
頁
）

雑 報
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林

直
弘
（
福
岡
地
裁
）

平
成
二
五
年
一
一
月
二
六
日
（
火
）
＊
合
同
判
例
研
究
会

民
訴
法
二
二
四
条
の
定
め
る
『
真
実
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
』

の
意
義
に
つ
い
て
（
東
京
高
判
平
成
二
四
・
六
・
四
判
時
二
一
六

二
号
五
四
頁
）

林

昭
一
（
同
志
社
大
学
）

九
州
国
際
私
法
研
究
会

第
四
〇
回
九
州
国
際
私
法
研
究
会
（
二
〇
一
三
年
一
一
月
二
日
）

S
a
v
ig
n
y

の
国
際
私
法
理
論
に
つ
い
て

報
告
者

原
田
央
（
東
京
大
学
教
授
）

政

治

研

究

会

二
〇
一
三
年
四
月
二
〇
日
（
土
）

『
政
治
研
究
』
第
六
〇
号
合
評
会
（
一
）
・
総
会

二
〇
一
三
年
五
月
一
八
日
（
土
）

『
政
治
研
究
』
第
六
〇
号
合
評
会
（
二
）

二
〇
一
三
年
六
月
一
五
日
（
土
）

「
ア
メ
リ
カ
の
新
保
守
主
義
と
現
実
主
義
的
国
際
主
義
」

報
告
者

李
鍾
成
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
府
博
士
後
期
課
程
）

「
ア
ン
ト
ニ
オ
・
グ
ラ
ム
シ
に
お
け
る
『
知
識
人
』
と
『
エ
リ
ー

ト
』
の
関
係
に
つ
い
て
｜
グ
ラ
ム
シ
知
識
人
論
と
モ
ス
カ
「
政
治
階

級
」
論
を
中
心
に
｜
」

報
告
者

谷
本
純
一
（
福
岡
教
育
大
学
特
任
講
師
）

二
〇
一
三
年
七
月
二
〇
日
（
土
）

「
西
側
諸
国
の
対
ポ
ー
ラ
ン
ド
危
機
政
策：

一
九
八
〇
｜
八
一

年
」報

告
者

山
本
健
（
西
南
学
院
大
学
法
学
部
准
教
授
）

「
福
祉
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
進
展
と
政
府
・
非
営
利
組
織
間
の
協
働
関

係
｜
そ
の
形
成
条
件
｜
」

報
告
者

坂
井
宏
介
（
福
岡
工
業
大
学
社
会
環
境
学
部
助
教
）

二
〇
一
三
年
一
〇
月
一
九
日
（
土
）

「
ロ
ー
ル
ズ
正
義
論
に
お
け
る
仕
事
と
生
産
の
問
題
」

報
告
者

大
澤
津
（
北
九
州
市
立
大
学
法
学
部
講
師
）

「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
ケ
ア
労
働
と
移
民：

日
本
と
台
湾
の
比
較

か
ら
」

報
告
者

小
川
玲
子
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
准
教
授
）

二
〇
一
三
年
一
一
月
一
六
日
（
土
）

修
士
論
文
構
想
報
告

・
「
膠
州
湾
租
借
地
内
外
に
お
け
る
ド
イ
ツ
植
民
地
土
地
政
策
に

（80-４- ）575 111
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関
す
る
考
察
」

報
告
者

高
文
セ
イ
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
府
修
士
課
程
）

・
「
東
ド
イ
ツ
市
民
運
動
に
関
す
る
史
的
研
究
｜
そ
の
起
源
と
展

開
｜
」

報
告
者

村
上
悠
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
府
修
士
課
程
）

「
ポ
ス
ト
・
コ
ン
フ
リ
ク
ト
社
会
の
国
民
統
合
｜
イ
ラ
ク
学
校
教

科
書
の
分
析
か
ら
｜
」

報
告
者

山
尾
大
（
九
州
大
学
大
学
院
比
較
社
会
文
化
研
究
院
講

師
）

二
〇
一
三
年
一
二
月
二
一
日
（
土
）

「
九
州
大
学
政
治
哲
学
リ
サ
ー
チ
コ
ア
」
と
の
共
催

「
政
治
理
論
と
世
俗
を
超
え
る
も
の
｜
日
本
の
善
き
生
の
理
念
に

着
目
し
な
が
ら
｜
」

報
告
者

施
光
恒
（
九
州
大
学
大
学
院
比
較
社
会
文
化
研
究
院
准

教
授
）

「
エ
マ
ソ
ン
と
ニ
ー
チ
ェ：

一
九
世
紀
に
お
け
る
市
民
的
教
養
の
変

容
」報

告
者

鏑
木
政
彦
（
九
州
大
学
大
学
院
比
較
社
会
文
化
研
究
院

教
授
）
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